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　砥部町大南にある砥部むかしのくらし館は、平成14（2002）年に
開館した私設ミュージアムで、民具や砥部焼などの収集資料を展
示しています。
　建物は、明治終わりに砥部焼窯元梅山窯が設立した旧梅野商会
（現・梅野精陶所）の店舗兼住宅として建てられた主屋と、砥部焼
の貯蔵出荷用の蔵からなっています。戦後にその役割を終え、医
院や住宅として利用されていました。
　主屋は典型的な町屋建築で、街道沿いに入口を持ち、入口すぐ
は土間、奥に庭を眺められる座敷があります。蔵は２階建てで大
きな吹き抜けになっています。
　砥部町の歴史を語る上で欠かせない砥部焼関連の建物として貴
重であり、国の登録有形文化財に登録されることになりました。

砥部町﹁砥部むかしのくらし館﹂

主屋外観（北東から） 蔵１階

座敷内部

蔵２階
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全
国
町
村
会
は
、
1
月
26
日
全
国
町
村

会
館
で
「
一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会

評
議
員
会
・
全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道

府
県
町
村
会
長
会
・
全
国
町
村
職
員
生
活

協
同
組
合
総
代
会
」
が
開
催
さ
れ
、
本
県

の
佐
川
会
長
及
び
事
務
局
長
が
出
席
し
た
。

◆
一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
評
議
員

会
1　

開
会
あ
い
さ
つ

2　

議
長
の
互
選

3　

議
事
録
署
名
人
の
選
出

4　

議　

事

　

⑴　

評
議
員
の
選
任
に
つ
い
て

　
　

河
野
総
務
部
長
か
ら
説
明
が
あ
り
、

異
議
・
質
疑
い
ず
れ
も
な
く
一
同
了
承

し
た
。

5　

報　

告

　

⑴　

令
和
5
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算

に
つ
い
て

　

⑵　

そ
の
他

　
　

河
野
総
務
部
長
か
ら
報
告
し
、
一
同

了
承
し
た
。

一
般
財
団
法
人
全
国
自
治
協
会
評
議
員
会

全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道
府
県
町
村
会
長
会

全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
総
代
会

を
開
催

全
国
町
村
会
　

◆
全
国
町
村
会
理
事
会
・
都
道
府
県
町
村

会
長
会

1　

開
会
あ
い
さ
つ

2　

政
策
説
明

　
「
地
方
行
財
政
の
課
題
に
つ
い
て
」

　
　

総
務
省　

総
務
審
議
官

　
　
　
　
　
　
　

内　

藤　

尚　

志　

氏

　
「
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
つ
い
て
」

　
　

厚
生
労
働
省

　
　

健
康
局
が
ん
疾
病
対
策
課
長

　
　
　
　
　
　
　

中　

谷　

祐
貴
子　

氏

　
「
森
林
環
境
譲
与
税
の
更
な
る
活
用
に

つ
い
て
」

　
　

林
野
庁　

森
林
整
備
部
長

　
　
　
　
　
　
　

小　

坂　

善
太
郎　

氏

3　

議
事
録
署
名
人
の
選
任

4　

議　

事

　

⑴　

令
和
5
年
度
予
算
・
事
業
計
画

（
案
）
に
つ
い
て

　
　

河
野
総
務
部
長
、
坂
中
保
険
部
長
か

ら
説
明
が
あ
り
、
異
議
・
質
疑
い
ず
れ

も
な
く
一
同
了
承
し
た
。

　

⑵　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
代
表
者
会
議
委
員
の
選
定
に
つ
い

て

　
　

小
出
行
政
部
長
か
ら
説
明
が
あ
り
、

異
議
・
質
疑
い
ず
れ
も
な
く
一
同
了
承

し
た
。

5　

報　

告

　

⑴　

自
治
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

　

⑵　

令
和
5
年
4
月
～
6
月
会
議
予
定

に
つ
い
て

　

⑶　

国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
つ
い
て

　

⑷　

令
和
5
年
度
政
府
予
算
に
つ
い
て

　

⑸　

会
務
報
告
（
令
和
4
年
1
月
～
同

年
12
月
）
に
つ
い
て

　

⑹　

そ
の
他

　
　

汐
見
全
国
町
村
会
副
会
長
（
京
都
府

町
村
会
長
）
か
ら
、
報
告
し
、
一
同
了

承
し
た
。

◆
全
国
町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
総
代
会

1　

開
会
の
あ
い
さ
つ

2　

議
事
録
署
名
人
の
選
出

3　

議　

事

　

⑴　

令
和
5
年
度
事
業
計
画（
案
）・
予

算
（
案
）
等
に
つ
い
て

　
　

佐
川
事
務
局
長
か
ら
説
明
が
あ
り
、

異
議
・
質
疑
い
ず
れ
も
な
く
一
同
了
承

し
た
。

4　

報　

告

　

⑴　

監
査
報
告
書
に
つ
い
て

　

⑵　

そ
の
他

　
　

汐
見
全
国
町
村
会
副
会
長
か
ら
報
告

が
あ
り
、
一
同
了
承
し
た
。

◎�応急救助等にかかる費用が対象�
（災害救助法の適用を受けた災害は対象外）

◎�新型コロナウイルス対策費用も対象�
（感染症対策としてホテルを借りる費用、マスク･消毒液等の費用）

◦�補償内容の詳細は「町村.com」をご覧ください。�
（https://www.zck.or.jp/choson/）
◦�加入の申し込み、お問い合わせはお近くの都道府県町
村会までご連絡ください。

近年、自然災害が増加し、毎年多くの避難指示等の発令がなされていますが、発令の約９割以上が災害救助法の適
用にいたっていません。未適用となり、住民の避難のために発生した費用は、すべて自治体の財源で賄わなければ
なりません。その財政負担を軽減するのが、「災害対策費用保険制度」です。
保険料は普通交付税措置されていますので、想定外の自然災害に備え、ぜひ本制度をご活用ください。

災害対策に
役立っています！ 災害対策費用保険制度 をご活用ください
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全
国
監
査
委
員
協
議
会
定
期
総
会

　

全
国
町
村
監
査
委
員
協
議
会
の
「
第
32

回
定
期
総
会
」が
、1
月
19
日
、「
全
国
町
村

議
員
会
館
・
会
議
室
」
で
開
催
さ
れ
、
関

係
県
の
会
長
、
事
務
局
長
ら
約
60
人
が
出

席
。
本
県
か
ら
森
本
会
長
（
上
島
町
代
表

監
査
委
員
）
及
び
事
務
局
長
が
出
席
し
た
。

　

総
会
に
先
立
ち
、
総
務
省
地
方
財
政
審

議
会
会
長
の
小
西
砂
千
夫
氏
か
ら
「
地
方

財
政
の
展
望
と
町
村
の
対
応
」
に
つ
い
て

講
演
が
あ
り
、
こ
れ
を
聴
講
し
た
。

　

続
い
て
総
会
が
開
催
さ
れ
那
須
会
長

監査機能の強化に関する要望

　全ての地方公共団体が自ら責任ある監査を実施するため、監査の
独立性・専門性を更に強化する必要がある。
　よって、下記事項の実現を強く要望する。

記
₁　監査委員事務局の整備
　　町村の監査委員事務局を必置制とし、事務局体制を整備するこ
と。
₂　監査委員費に係る財政措置の充実
　　監査委員報酬や監査委員事務局に係る費用など町村の監査委
員費について、財政措置を充実強化すること。
₃　監査委員の独立性の確保
　　監査を受ける者から独立して監査機能を発揮できるよう、監査
委員の選任方法は議会による選挙とすること。
　　　令和₅年１月19日
	 全国町村監査委員協議会　
	 第 32 回 定 期 総 会　

（
島
根
県
飯
南
町
）の
あ
い
さ
つ
に
始
ま
り
、

登
本
副
会
長
（
熊
本
県
苓
北
町
）
を
議
長

に
選
出
し
、
次
の
と
お
り
進
め
ら
れ
た
。

日
程
第
1　

議
事
録
署
名
人
の
指
名

日
程
第
2　

報
告
第
1
号　

会
務
報
告

　
　

会
長
か
ら
1
年
間
の
会
務
の
状
況
に

つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

日
程
第
3　

議
案
第
1
号
「
令
和
3
年
度

収
支
決
算
」

　
　

新
名
監
事
（
香
川
県
ま
ん
の
う
町
）

が
監
査
結
果
を
報
告
し
、
異
議
な
く
承

認
さ
れ
た
。

日
程
第
4　

議
案
第
2
号
「
令
和
5
年
度

以
降
の
会
費
及
び
研
修
会
負
担
金
」
に

つ
い
て
審
議
し
、
原
案
の
と
お
り
決
定
。

日
程
第
5　

議
案
第
3
号
「
令
和
5
年
度

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
」
に
つ
い
て

審
議
し
、
原
案
の
と
お
り
決
定
。

日
程
第
6　

議
案
第
3
号
「
監
査
機
能
の

強
化
に
関
す
る
要
望
」を
浜
崎
理
事（
石

川
県
穴
水
町
）
か
ら
提
案
を
し
、
満
場

決　　　議

　われわれ町村監査委員は、厳しい町村財政の中、行政に対する住
民の信頼を確保し、透明性のあるものとしていくため、日々研鑚を
積み努力を重ねている。
　しかしながら、町村における監査体制は脆弱であり、その課せら
れた義務と責任を十分に果たすには厳しい現状にある。
　このため、研修、事務局体制の充実強化をはじめ、監査委員費の
確保等監査機能の充実強化が緊急の課題である。
　本日、ここに「全国町村監査委員協議会第32回定期総会」を開催
し、町村監査委員相互の緊密な連携のもと、決意を新たに、下記事
項の早期実現に向け、組織を挙げて邁進することを表明する。

記
₁　監査機能の充実と監査体制を強化するため、監査委員事務局職
員を確保し、事務局体制を整備する。
₂　監査の充実を期するため、必要な監査委員費を確保し、監査委
員の職務にふさわしい報酬とする。
₃　全国の町村監査委員の声を結集するため、未加入団体の全国協
議会への早期加入を促進する。
　　以上、決議する。
　　　令和₅年１月19日
	 全国町村監査委員協議会　
	 第 32 回 定 期 総 会　

講演する小西砂千夫氏

一
致
で
決
定
。

日
程
第
7　

議
案
第
5
号
「
監
査
機
能
の

強
化
等
に
関
す
る
決
議
」田
中
理
事（
京

都
府
与
謝
野
町
）
か
ら
提
案
し
、
満
場

一
致
で
決
定
。

日
程
第
8　

協
議
第
1
号　
「
実
行
運
動

方
法
」
を
決
定
。

日
程
第
9　

選
任
第
1
号　
「
役
員
の
選

任
」
に
つ
い
て
、
新
会
長
に
、
水
上
会

長
（
富
山
県
立
山
町
）
の
ほ
か
、
新
役

員
9
名
を
選
任
し
た
。

　

な
お
、
前
日
の
18
日
に
幹
事
会
が
開
催

さ
れ
、
事
務
局
長
が
出
席
。
総
会
提
出
案

件
の
事
前
協
議
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
幹
事
会
終
了
後
に
各
県
会
長
及

び
事
務
局
長
の
意
見
交
換
会
が
開
催
さ
れ

た
。
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第
３
回
全
員
協
議
会
を
開
催

県
町
村
議
会
議
長
会　

　

令
和
4
年
度
第
3
回
全
員
協
議
会
が
、

1
月
27
日
「
県
自
治
会
館
会
議
室
」
で
開

催
さ
れ
、
原
田
会
長
、
西
岡
副
会
長
、
菊

地
監
事
、
前
田
上
島
町
議
長
、
髙
橋
久
万

高
原
町
議
長
、
加
藤
松
前
町
議
長
、
小
泉

伊
方
町
議
長
、
村
尾
松
野
町
議
長
及
び
芝

鬼
北
町
議
長
の
9
町
議
長
が
出
席
し
た
。

　

会
議
は
、
次
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
。

₁　

開　

会

₂　

あ
い
さ
つ　
　

原
田
会
長

₃　

報　

告

　

⑴　

行
事
関
係
に
つ
い
て

　

⑵　

請
願
・
意
見
書
等
に
関
す
る
定
例

報
告
に
つ
い
て

　
　
　

事
務
局
か
ら
、
説
明
が
あ
り
、
一

同
了
承
。

₄　

協　

議

　

⑴　

今
後
の
行
事
予
定
及
び
令
和
5
年

度
行
事
予
定
に
つ
い
て

　
　

⑵　

令
和
3
年
度
議
員
共
済
事
業
特

別
会
計
決
算

　
　
　

事
務
局
か
ら
、
内
容
説
明
が
あ
り

一
同
了
承
。
原
案
の
と
お
り
定
期
総

会
で
認
定
に
付
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　

事
務
局
か
ら
、
①
会
費
の
分
賦
方

法
②
予
算
案
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り

一
同
了
承
。
原
案
の
と
お
り
定
期
総

会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

⑺　

第
74
回
定
期
総
会
の
開
催
要
領
に

つ
い
て

　
　
　

事
務
局
か
ら
、①
総
会
次
第
（
案
）

②
役
割
分
担
等
に
つ
い
て
説
明
が
あ

り
、
一
同
了
承
し
た
。

　
　
　

な
お
、
今
年
度
は
、
議
事
終
了
後

に
県
町
村
会
と
意
見
交
換
会
を
実
施

し
、
来
賓
祝
辞
を
い
た
だ
く
こ
と
と

し
た
。

　

⑻　

全
国
町
村
議
会
議
長
会
表
彰
伝
達

に
つ
い
て

　
　
　

事
務
局
か
ら
内
容
説
明
が
あ
り
、

一
同
了
承
し
た
。

₅　

そ
の
他

　
　

次
回
全
員
協
議
会
に
つ
い
て

　
　

次
回
の
開
催
は
正
副
会
長
に
一
任
し

た
。

令和₅年度事業計画（案）

₁．会　議
　⑴　定期総会　　　１回
　⑵　臨時総会　　　必要に応じ
　⑶　全員協議会　　必要に応じ
　⑷　監事会　　　　１回
　⑸　正副会長会　　必要に応じ
　⑹　事務局長会議　１回
₂．研修会
　⑴　第１回議員研修会
　　　　日時・会場　令和₅年₈月₄日（金）
　　　　　　　　　　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山
　　　　対　象　町議会議員及び議会事務局長等
　　　　講　師　調整中
　⑵　第₂回議員研修会
　　　（第61回四国地区町村議会議長会研修会と合同開催）
　　　　日時・会場　10月13日（金）　徳島市
　　　　　　　　　　ＪＲホテルクレメント徳島
　　　　対　象　町議会議員及び議会事務局長等
　　　　講　師　調整中
　⑶　議長研修　　　
　　①　議長視察研修
　　②　市町村アカデミー（千葉市）または国際文化ア
　　　カデミー（大津市）への参加
　⑷　職員研修　
　　①　議会運営上の疑義に関する実務研修会　１回
　　②　「市町村議会事務局職員研修」（国際文化アカデ
　　　ミー）への参加
　　③　全国町村議会事務局職員研修会への参加費助成
₃．政務活動
　⑴　町振興のための要望実現運動の実施
　⑵　系統議長会その他関係団体との連絡協調
　⑶　「町会報えひめ」の発行
　⑷　ホームページの充実
　⑸　町村議会実態調査の実施及び情報連絡
　⑹　優良議会、自治功労者、優良職員の表彰
　⑺　町議会議員名簿の作成
₄．福利厚生
　⑴　町村議会議員共済事業の推進
　⑵　全国町村議会議員団体補償制度に対する協力
₅．その他
　⑴　議長相互の協調及び情報連絡事業の積極的推進
　⑵　議会運営上の疑義についての照会に対する対応
　⑶　その他本会の目的達成のため必要と認められる事業

　

⑶　

令
和
5
年
度
議
員
共
済
事
業
特
別

会
計
予
算

　
　
　

事
務
局
か
ら
、
内
容
説
明
が
あ
り

一
同
了
承
。
原
案
の
と
お
り
定
期
総

会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

⑷　

令
和
3
年
度
一
般
会
計
決
算
に
つ

い
て

　
　
　

事
務
局
か
ら
、
内
容
説
明
が
あ
り

一
同
了
承
。
原
案
の
と
お
り
定
期
総

会
で
認
定
に
付
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

⑸　

令
和
5
年
度
会
務
運
営
方
針
及
び

事
業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

　
　
　

事
務
局
か
ら
、
内
容
説
明
が
あ
り

一
同
了
承
。
原
案
の
と
お
り
定
期
総

会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

⑹　

令
和
5
年
度
一
般
会
計
予
算（
案
）

に
つ
い
て

原田会長
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愛
媛
県
町
村
議
会
議
長
会
は
、
1
月
30

日
か
ら
31
日
に
か
け
て
「
令
和
4
年
度
町

議
会
事
務
局
長
会
議
並
び
に
職
員
研
修

会
」
を
開
催
し
た
。

　

こ
れ
は
、
①
議
会
運
営
上
の
疑
義
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
、
②
会
議
規
則
や
条

例
に
基
づ
き
、
議
会
運
営
が
さ
れ
て
い
る

が
、
町
ご
と
に
先
例
や
申
し
合
わ
せ
が
あ

り
、
一
様
で
は
な
い
こ
と
か
ら
他
町
の
運

令
和
4
年
度
市
町
職
員
研
修
会
を
開
催

�

1
月
20
日
　
愛
媛
県
人
権
協
会

営
と
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
は
重
要
、

な
ど
を
目
的
に
毎
年
、
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

愛
媛
県
人
権
協
会
主
催
に
よ
る
、「
令
和

4
年
度
市
町
職
員
研
修
会
」
が
1
月
20
日

愛
媛
県
農
業
共
済
組
合
で
開
催
さ
れ
、
県

内
市
町
の
管
理
職
員
ら
22
名
が
出
席
し
た
。

　

講
師
に
、
愛
媛
県
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

人
権
啓
発
指
導
員
の
水
本
論
氏
を
招
い
た
。

　

講
師
は
、元
公
立
小
学
校
の
教
員
で
、伊

予
市
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
の
家
庭
相
談

員
、ま
た
、放
課
後
子
ど
も
教
室
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
等
、
子
ど
も
や
家
庭
に
関
わ
る

仕
事
や
活
動
を
通
し
て
、
人
権
・
同
和
教

育
の
啓
発
推
進
に
携
わ
り
そ
の
間
「
幸
せ

は　

み
ん
な　

い
つ
し
よ
に
」
を
テ
ー
マ

に
た
く
さ
ん
の
人
の
笑
顔
が
広
が
る
こ
と

を
願
い
な
が
ら
、
講
座
を
担
当
す
る
な
ど

町
議
会
事
務
局
長
会
議
並
び
に
職
員
研
修
会

議
会
運
営
13
事
例
を
研
究

令和４度町議会事務局長会議並びに職員研修会提出議題
⑴　会議における質疑の範囲について（久万高原町）
⑵　議員間討論について（松前町）
⑶　請願及び陳情等の処理について（愛南町）
⑷　予算及び決算審議について（上島町）
⑸　専決処分について（内子町）
⑹　議会運営委員会の開催について（内子町）
⑺　全員協議会の在り方と各常任委員会の付託について（伊方町）
⑻　特別委員会の廃止と設置の手続きについて（久万高原町）
⑼　議会改革（活性化）組織の活動内容について（鬼北町）
⑽　報道機関への撮影許可について（松前町）
⑾　会議録の作成について（砥部町）
⑿　会議資料等のペーパーレス化について（松前町）
⒀　議場音響設備等の更新について（砥部町）  講師　全国町村議会議長会

　　 　参与　平野　誠 氏

講師　水本　論 氏

人
権
啓
発
運
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
研
修
会
は
、「
幸
せ
は　

み
ん
な

　

い
つ
し
よ
に
」
を
テ
ー
マ
に
職
場
や
日

常
生
活
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
生
か
さ

れ
明
る
い
社
会
に
す
る
た
め
の
講
演
を
い

た
だ
い
た
。

　

講
師
は
全
国
町
村
議
会
議
長
会
議
事
調

査
部
参
与
の
平
野
誠
氏
で
、
各
町
議
会
事

務
局
か
ら
17
名
が
参
加
。

　

研
修
初
日
は
、
県
下
町
議
会
事
務
局
か

ら
提
出
さ
れ
た
次
の
13
題
に
つ
い
て
の
検

討
と
意
見
交
換
。
活
発
な
発
言
が
続
い
た
。

　

研
修
2
日
目
は
、「
議
会
と
情
報
公
開
」

に
つ
い
て
、
平
野
参
与
の
講
演
を
聴
講
し
、

参
加
者
か
ら
、
議
会
の
個
人
情
報
保
護
条

例
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。
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愛媛県市町総合事務組合
大洲市･上島町･久万高原町･松前町･砥部町･内子町･伊方町･松野町･鬼北町･愛南町

愛媛県市町総合事務組合（支部を含む。以下「本組合」という。）は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を次のように定め、個人の権利
利益を侵害することのないよう努めます。

１．個人情報に関する法令等の遵守
本組合は、個人情報の保護に関する法令等を遵守して、個人情報を適正、
かつ、安全に取扱います。

２．個人情報の取得・利用目的
本組合が取得する個人情報は、交通災害共済契約の締結、維持管理及び
災害見舞金等の支払いのために必要な範囲とします。取得した個人情報
は、これら取得目的のほか、本組合の交通災害共済事業の充実の目的に
限って利用します。

３．個人情報の適正な管理
本組合で取得した個人情報は、常に正確かつ最新の内容を保つよう努めま
す。また、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止、その他の安全
管理のために必要かつ適正な措置を講じます。

４．個人情報の第三者への提供
本組合が取得した個人情報は、法令等に基づく場合、本人の同意を得た場
合、個人の利益のために必要であると判断される場合、本組合個人情報保
護審査会が公益上必要その他相当の理由があると認めた場合を除いて、
第三者に開示又は提供いたしません。

５．個人情報の開示及び訂正等
本人から自己の個人情報の開示の求めがあった場合は、一定の事由があ
る場合を除き、当該個人情報を開示します。また、個人情報の訂正等の申し
出があった場合、特別な事由がない限り、これに応じます。

虚偽その他不正により災害見舞金を受けた場合は、支払った全額を返還していただきます。

●交通事故証明書の代わりに交通事故申立書等の場合
●頸椎捻挫、腰椎捻挫、打撲又はそれに類する他自覚症状のない傷病で、治
療期間が交通事故日から起算して200日以上ある場合

●骨折による治療の場合、骨の癒合日までであること。
●はり・灸・マッサージは病院に受診後、医師が必要と認める診断書がある場
合のみ対象。

●虚偽の申請又は届け出をした場合
●規定の書類提示がなく、又は出頭をしない場合
●担当者の質問に虚偽の回答をしたり、調査や検査を受けない場合
●共済加入者が正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わな
かった場合

●地震・こう水・暴風・津波等、天災による災害の場合
●その他、法令に違反した場合

災害見舞金の一部又は全額をお支払いできない場合について
①配偶者（婚姻の届け出はしていないが、加入者の死亡当時、事実上婚姻関
係と同様の事情にあった方を含みます） 
②加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟
姉妹
③主として加入者の収入によって生計を維持していた②以外の方
④上記の②に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
・見舞金受取りの順位は①②③④の順序となります。
・②と④に該当する遺族の順位は記載の順序となります。
・父母については養父母が先、実父母は後の順位となります。
・加入者を故意に死亡させた遺族は、災害見舞金の受取りはできません。

遺族の範囲と見舞金受取順位

災害見舞金の返還を求める場合

ご加入・ご請求の手続きの際に必要な事項を記載しています。ご加入になる前に必ず
お読みいただきますようお願いします。

お見舞金 一人年額

最
高
最
高100万円100万円

※交通事故証明書の添付がある場合最低２万円

700円700円一般一般
300円300円中学生以下中学生以下
※令和5年4月1日時点 

掛金わずかで

令和
５年度
令和
５年度 交通災害共済交通災害共済

住民の皆さんのための身近で手軽な公的共済制度です。住民の皆さんのための身近で手軽な公的共済制度です。

いよいよ加入受付開始！万一の交通事故に備えて家族そろって加入しましょう。

ご加入前に必ずご確認ください

個人情報の取扱いに関するお知らせ個人情報の取扱いに関するお知らせ

このパンフレットは「加入者証」と一緒に保管をお願いします！
共済掛金納入後に加入者証をお渡しいたします。

愛媛県
イメージアップキャラクター
みきゃん
許諾番号：412007

愛媛県
こみきゃん

愛媛県
ダークみきゃん
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１
月
の
会
と
催
し

▽
4
日
＝
2
0
2
3
年
年
賀
交
歓
会

▽
17
日
＝
（
一
財
）
市
町
村
議
会
議
員
公

務
災
害
補
償
等
組
合
連
合
会
連
絡
会
議
、

（
一
財
）市
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補

償
等
組
合
連
合
会
定
例
理
事
会

▽
18
日
＝
中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教

育
分
科
会
（
第
1
3
8
回
）（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会

議
）、全
国
町
村
議
会
議
長
会
都
道
府
県

事
務
局
長
会
議
、
全
国
監
査
委
員
協
議

会
幹
事
会

▽
19
日
＝
全
国
監
査
委
員
協
議
会
第
32
回

定
期
総
会

▽
20
日
＝
愛
媛
県
人
権
協
会
令
和
4
年
度

市
町
職
員
研
修
会

▽
23
日
＝
第
76
回
全
国
植
樹
祭
第
2
回
愛

媛
県
準
備
委
員
会
、
第
3
回
市
町
村
議

会
議
員
特
別
セ
ミ
ナ
ー
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
オ

ン
ラ
イ
ン
ラ
イ
ブ
配
信
）

▽
25
日
＝
全
国
町
村
会
政
務
調
査
会
臨
時

行
政
委
員
会
（
部
活
動
の
地
域
移
行
）

▽
26
日
＝
（
一
財
）
全
国
自
治
協
会
評
議

員
会
、
全
国
町
村
会
理
事
会
（
都
道
府

県
会
長
会
）・
全
国
生
協
総
代
会

▽
27
日
＝
全
国
退
職
手
当
組
合
協
議
会
代

表
者
会
議
、
全
国
山
村
振
興
連
盟
支
部

事
務
局
長
会
議
、
愛
媛
県
町
村
議
会
議

長
会
第
3
回
全
員
協
議
会

▽
30
日
＝
令
和
4
年
度
町
議
会
事
務
局
長

会
議
並
び
に
職
員
研
修
会（
31
日
ま
で
）

▽
31
日
＝
愛
媛
県
人
権
教
育
協
議
会
支
部

長
・
加
盟
団
体
長
及
び
事
務
局
長
会

　

 
地
域
社
会
の
福
祉

　

穏
や
か
な
三
が
日
、
官
庁
仕
事
始
め
の

4
日
、
小
正
月
の
15
日
を
過
ぎ
る
と
、
二

十
四
節
気
大
寒
の
20
日
。
時
は
一
年
を
通

じ
一
番
寒
い
1
月
末
。
列
島
を
覆
っ
た
大

寒
気
団
に
よ
る
寒
波
、
降
雪
に
自
然
の
厳

し
さ
を
一
段
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

　

1
月
の
第
二
月
曜
日
は
「
成
人
の
日
」

（
今
年
は
9
日
）、
国
民
の
祝
日
で
あ
る
。

「
成
人
式
」
と
は
①
成
人
の
日
に
、
国
・
地

方
公
共
団
体
・
企
業
な
ど
が
主
催
し
成
人

に
達
し
た
人
を
祝
う
儀
式
。
②
成
人
に
達

し
た
こ
と
を
社
会
的
に
認
知
す
る
通
過
儀

礼
（
広
辞
苑
）
と
あ
る
。た
だ
先
年
18
歳
を

成
人
と
し
た
こ
と
に
よ
り「
式
」出
席
者
に

つ
い
て
、
今
年
も
18
歳
か
ら
20
歳
の
成
人

の
み
な
ら
ず
関
係
者
が
戸
惑
い
を
感
じ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
扱
い
方
は
い
ろ
い

ろ
考
え
ら
れ
る
が
。
18
歳
で
の
選
挙
権
は
、

一
人
の
国
民
と
し
て
当
然
理
に
か
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
式
」
は
、
飲
酒
な

ど
全
て
了
解
と
な
っ
た
従
来
の
よ
う
な
20

歳
を
皆
で
祝
う
「
成
人
の
式
」
が
適
切
で

あ
ろ
う
。
と
に
も
か
く
に
も
18
・
19
歳
に

と
り
、
大
学
等
の
入
試
や
就
職
で
落
ち
着

か
な
い
こ
の
時
期
で
あ
る
。
主
役
に
焦
点

を
あ
て
、
一
定
の
区
切
り
と
し
て
祝
年
齢

の
国
内
統
一
が
望
ま
し
い
と
思
う
…
。

　

17
日
は
、
28
年
前
「
阪
神
・
淡
路
大
震

災
」
で
6
4
3
4
人
の
尊
い
命
を
奪
わ
れ

た
日
で
あ
る（
合
掌
）。
天
災
は
、
忘
れ
た
頃

に
や
っ
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
現
代
は
、

気
候
変
動
に
起
因
し
た
過
去
に
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
地
球
規
模
で
の
異
常
気
象
。予

知
不
可
能
な
地
震
、
火
山
噴
火
な
ど
何
時

起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
自
然
災
害
に
人
々

は
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
決

し
て
こ
れ
ら
災
害
に
少
し
ず
つ
慣
ら
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。個
人
の
意
識
と
出
来
る
範

囲
の
備
え
な
ど
自
助
に
つ
い
て
、改
め
て
理

解
を
深
め
る
追
悼
の
日
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
超
少
子
高
齢
社
会
の
我
が
国
に

あ
っ
て
は
、
事
情
は
複
層
す
る
も
の
の
貧

困
層
、
自
殺
者
な
ど
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

特
に
危
惧
し
由
々
し
き
は
、
地
域
社
会
の

福
祉
に
お
い
て
弱
者
の
も
っ
と
も
身
近
な

相
談
・
支
援
者
で
あ
る
民
生
委
員
の
欠
員

補
充
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
地
域
の
現
状
は
、
財
政
的
支
援
は
勿

論
で
あ
る
が
、
日
常
の
生
活
に
苦
し
む
者
、

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
、
高
齢
者
の
孤
独
生
活

な
ど
に
対
す
る
身
近
な「
情
の
あ
る
」個
々

の
相
談
・
支
援
介
入
で
あ
る
。
要
は
複
雑

な
社
会
環
境
の
中
で
地
域
福
祉
の
あ
り
方

を
問
い
、
そ
の
大
方
の
処
方
箋
は
、
地
域

の
最
前
線
に
あ
る
民
生
委
員
の
双
肩
に
か

か
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
常
備
消
防
で
は
対
応
し
き
れ
な

い
事
案
に
対
応
す
べ
き
地
方
の
消
防
団
員

確
保
も
懸
念
さ
れ
る
。
高
齢
化
・
人
口
減

の
中
で
の
地
域
福
祉
、
災
害
発
生
に
直
接

関
わ
る
対
応
は
、
華
々
し
い
先
端
の
Ａ
Ｉ
・

半
導
体
に
な
い
親
身
な
人
の
手
に
よ
る
取

り
組
み
に
あ
る
。
地
味
で
あ
る
が
、
今
日

の
地
域
社
会
福
祉
に
は
、
時
代
が
求
め
る

方
策
の
確
立
が
急
が
れ
る
。
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（
Ｔ
）

 

「
で
は
、結
局
、嘘
と
は
何
か
？
、
そ
れ
は

仮
面
を
か
ぶ
っ
た
真
実
で
し
か
な
い
。」

�

　
（
バ
イ
ロ
ン　

英
国
の
詩
人
）
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